
工事に係る受注者提出書類のチェックリスト

※このチェックリストは、標準的な内容のみを挙げており、個々の工事で必要な書類は、適宜追加すること。

工 事 名 受 注 者

請負金額

対象工事 提出時期 備　考 根拠法令、文書等

□ 手持ち工事量報告書
指名競争入札で、契約金額が4,000
万円以上(建築一式工事の場合は
8,000万円）以上の工事

契約締結前
この様式は、管財契約課から受注者に
渡し、契約担当課に提出するように依頼
している。

□
建設リサイクル法に係る説明
書

建設ﾘｻｲｸﾙ法に該当する500万円
以上で特定建設資材を使用または
特定建設資材廃棄物が発生する工
事

契約締結前 ・伐採木、伐根材は対象外
建設リサイクル法第12条
建設リサイクル法施行令第2条

□ 請負代金内訳書 入札を行う全ての工事 契約後７日以内
入札時に提出される「工事費内訳書」
に、法定福利費の記載があれば、契約
後の提出は不要。

契約約款第3条
共通仕様書3-1-1-1

□
工事着工について（届）・現場
代理人届・主任技術者届

□
□

資格者証の写し
常勤書類の写し

請負対象額50万円以上の工事
契約後７日以内
（工程表の提出期限と同じとする）

変更が生じた場合、速やかに変更届を
提出

契約約款第10条
工事請負契約書（乙）第7条

□ 監理技術者届
□
□

資格者証の写し
常勤書類の写し

①請負対象額が6,000万円以上
（建築1式工事は1億円以上）、
または、
②下請に出す合計金額が、
建設工事4,500 万円以上
（建築一式工事7,000 万円以上）

①契約後７日以内
（工程表の提出期限と同じとする）

②決定後速やかに

契約約款第10条

□ 工程表 請負対象額50万円以上の工事 契約後７日以内
変更が生じた場合、速やかに変更工程
表を提出

契約約款第3条
共通仕様書3-1-1-2

□
請負業者賠償責任保
険

請負対象額１３０万円以上の工事

□
建設工事保険（組立
保険）

□ 火災保険

□ 法定外の労災保険 請負対象額50万円以上の工事

□ 施工体制台帳

□ 施工体系図

□ 再下請負通知書

□
契約書又は注文書・
請書の写し

□ 建退共掛金収納書届出書 全ての工事 契約後１ヶ月以内 共通仕様書1-1-1-40

□ 建退共掛金収納書精算書 全ての工事 完成時 共通仕様書1-1-1-40

□
中間前払金認定請求書
〔中間前払金請求書〕

□
計画工程表兼工事履
行報告書

契約書特約条項の中間前金払いを
適用した場合

要件（工期の1/2を経過かつ工程
表によりその時期までに実施すべ
き工事が行われ、その進捗が請
負額の1/2以上の額の消化）に該
当するもの

計画工程表兼工事履行報告書は、すで
に提出済みの履行報告で判断ができれ
ば添付不要。

□
部分払申請書
〔部分払請求書〕

□
計画工程表兼工事履
行報告書

契約書特約条項の部分払いを適用
した場合

請求は月1回まで

計画工程表兼工事履行報告書は、すで
に提出済みの履行報告で判断ができれ
ば添付不要。

□
工期延期願
〔工期変更の協議書〕

□
気象資料、変更工程
表等

必要が生じた場合 協議結果通知後速やかに 事前協議及び結果通知を行う
契約約款第22条
共通仕様書1-1-1-15

□ 工事完成通知書 □
竣工写真
(１枚)

請負対象額50万円以上の工事 完成後速やかに
共通仕様書1-1-1-20
契約約款第32条
工事請負契約書（乙）第7条

□ 簡易工事完成通知書 □ 竣工写真(１枚) 請負対象額50万円未満の工事 完成後速やかに 工事請負契約書（乙）第7条

□ 施工計画書 全ての工事 工事着手前
・記載内容変更時も速やかに提出
・簡易な工事は項目一部省略可

共通仕様書及び島根県特記事項1-1-1-4

□
計画工程表兼
工事履行報告書

全ての工事 毎月末 工程表に実績を記入
共通仕様書1-1-1-24
契約約款第11条

□ 起工測量結果 全ての工事 工事着手後速やかに

設計図書（貸与資料を含む）との差違が
ない場合は、資料の提出は必要なし。
ただし、測量を行った事実については、
工事打合簿にて報告すること。

共通仕様書1-1-1-37

□ 工事打合簿
全ての工事において必要が生じた
場合

適宜 押印不要

□
電子媒体納品書
（検査前提出：CD-R正副2部）

□
電子成果品
事前チェックシート（検
査前必ず）

小規模な工事を除く、電子納品とし
た工事。

竣工検査前 共通仕様書3-1-1-7

□ コリンズ関係
工事請負代金額が500万円以上の
工事

契約後10日以内
「登録のための確認の願い」を作成し監
督職員の確認を受ける

共通仕様書1-1-1-5

□ 再資源化等報告書
建設リサイクル法に該当し、再資源
化を行った工事

特定建設資材の分別解体・再資
源化等が完了後

建設ﾘｻｲｸﾙ法第18条

□
工事特性・創意工夫・社会性
等に関する実施状況

施工計画書等により事前に監督職
員に提出した工事

工事完成時までに 共通仕様書3-1-1-10

□
熱中症対策に係る現場管理
費補正に関する実績報告

施工計画書等により補正対象とし
た工事

設計変更時（精算時の積算に使
用）

□ 工事完成図 全ての工事 完成後速やかに 電子納品の場合はCD-R又はDVD-R 共通仕様書1-1-1-19

□ 整理条件 全ての工事 完成後速やかに
電子納品の場合はCD-R又はDVD-R
整理条件に基づき整理し、必要以上の
写真がないこと。

共通仕様書　写真管理基準（案）

□ 撮影頻度
全ての工事（小規模な工事は、整
理条件にまとめることにより提出不
要とできる。）

完成後速やかに
電子納品の場合はＣＤ－Ｒ又はDVD-R
電子データの場合は、必ずデータの選
別・整理がしてあること。

共通仕様書　写真管理基準（案）

□ 出来形管理図面
500万円以上で構造物等を有する
工事

完成後、検査前（中間）
A3、縮小版可　※文字が判別できること
（必須）

共通仕様書1-1-1-23
共通仕様書土木工事施工管理基準

□ 出来形管理図表
500万円以上で構造物等を有する
工事

完成後速やかに
電子納品の場合はＣＤ－Ｒ又はDVD-R
500万未満はグラフ不要

共通仕様書1-1-1-23
共通仕様書土木工事施工管理基準

□ 品質管理資料
500万円以上で品質管理を必要と
する工事

完成後速やかに
電子納品の場合はＣＤ－Ｒ又はDVD-R
500万未満はグラフ不要

共通仕様書1-1-1-23
共通仕様書土木工事施工管理基準

※１．下請工事検査報告書はH20.4.1共通仕様書改訂に伴い、提出は不要（ただし、下請を用いた場合は、必ず元請の検査が必要　建設業法）

※２.　受注者保持の提示する書類（提出の必要がない書類）（「以後、提示書類という。」）については、本リストには掲載していない。

・下請負人の記載については、建設業法
で規定される者及び警備会社に係る者
を記載。（資材納入、調査・運搬業務等
は記載不要）
・下請負人がいない場合はその旨の報
告を受ける

書類名 添付書類
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□
各種保険の付保証明書の写
し

速やかに

・下請工事着手までに
・記載事項に変更があ ったとき速
やかに

施
工
関
係
書
類

（
通
常
工
事
の
対
象
書
類

）
□ 工事写真

工期延期により、保険期間に変更が生じ
た場合、速やかに変更後の付保証明書
の写しを提出

契約約款第50条
特記仕様書

加入が必要と判断される工事

□ 施工体制台帳等 全ての工事
建設業法第24条の8
共通仕様書1-1-1-10及び島根県特記事項1-
1-1-10　1項


